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今後の建築基準制度のあり方
「建築物の安全性確保と既存建築ストックの有効活用及び木造建築関連基準

の合理化の両立に向けて（仮称）」（第三次報告案）

平成29 年12 月20 日
社会資本整備審議会建築分科会

建築基準制度部会
住宅局資料

Ⅲ-２ 早急に講ずべき施策



《 国土交通省 意見募集 》



オーストリア
・6階建て以下：非損傷性90分（階段は不燃材料、最上階は非損傷性60分のみで可）
・7階建て以上：非損傷性90分、不燃材料（最上階は非損傷性60分のみで可）

+物件ごとに個別の防耐火措置必須

ドイツ
・7m以下： 非損傷性30分
・7~13m： 非損傷性60分、60分の防火被覆（不燃材料規定なし）
・13~22m： 非損傷性90分、不燃材料 +物件ごとに個別の防耐火措置必要

スイス
・11m以下： 非損傷性30分（スプリンクラーにより免除）
・11~30m： 非損傷性60分（スプリンクラーにより30分減免）
・30~100m： 非損傷性60分（スプリンクラー必須、面材は難燃被覆）

イギリス
・5m以下 非損傷性30分
・5~18m： 非損傷性60分
・18~30m： 非損傷性90分（非住宅のみスプリンクラーにより30分減免可）
・30m以上： 非損傷性120分（スプリンクラー必須）

イタリア（住宅のみ）
・12~32m： 非損傷性60分
・32~80m： 非損傷性90分（特別許可必要）
・80m以上： 非損傷性120分（特別許可必要）

フランス
・28m以下： 非損傷性60分
・28~50m： 非損傷性90分

フィンランド
・1~2階建て： 非損傷性30分
・3~8階建て： 非損傷性60分、10~30分の防火被覆、スプリンクラー必須
・9階建て以上： 非損傷性120分 +物件ごとに個別の防耐火措置必須

スウェーデン
・4階建て以下： 非損傷性60分
・5~15階建て： 非損傷性90分
・16階建て以上：物件ごとに個別の防耐火措置必須

ノルウェー
・1~2階建て： 非損傷性30分
・3~4階建て： 非損傷性60分
・5階建て以上： 非損傷性90分、不燃材料 +物件ごとに個別の防耐火措置必須

構造躯体に法的に求められる防耐火性能 20.04.2017

訳責：林 皆仁



”R90”を簡易的に「90分準耐火構造」と理解することも可能ですが、R値はあくまでも「非損
傷性」(仏語Resistanceの略)の規定であって、遮炎性(欧州規定ではE; Etancheite)、遮熱
性(I; Isolation)については全く言及していないので、一応厳密に「非損傷性90分」としてお
きました。現在日本の準耐火性能規定には存在しない「90分準耐火構造」という造語訳が

どの程度耳障りなのかはよく分かりませんが、プレゼンの聴衆や実際の場次第では、シン
プルに「90分準耐火構造」あるいは「90分準耐火性能」としてしまうこともありかと思います。

R Resistance, 非損傷性（耐火性能評価の一指標）

A2 不燃材料（木材はもちろん含まれない。Aは頭文字ではなく、単にABCのA）

K2 Kapsel, 被覆（K2 60 = 60分燃えても内部の構造材に火炎が触れないような被覆）

GK Gebäudeklasseの略、ドイツの法律による建築物の法的分類区分（主に規模による）

20.04.2017

訳責：林 皆仁


